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社会福祉法人刈羽村社会福祉協議会職員及び準職員の再雇用に関する規程 

 

 

(趣  旨) 

第１条 この規程は、社会福祉法人刈羽村社会福祉協議会（以下｢本会｣という。) 職

員就業規程第３３条及び準職員就業規程第３４条の規定に基づき、本会に勤務す

る職員及び準職員の再雇用に関し、必要な事項を定めるものとする。 

２ この規程に定めるもののほか、再雇用による職員及び準職員の就業に関する事

項は、職員就業規程の定めるところによる。 

 

(再雇用) 

第２条 再雇用は、原則１年単位の契約とし、反復更新できる。 

２ 再雇用の上限年齢は原則として６５歳とし、この年齢に達した年度の末日をも

って限度とする。 

 

(再雇用の上限年齢の特例) 

第３条 会長は、前条第２項に定める年齢に達し退職すべきこととなった場合にお

いて、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その職員を当該職務に従

事させるため引き続いて雇用することができる。 

（１）当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、その職

員の退職により本会の業務運営に著しい支障が生ずるとき。 

（２）当該職務に係る執務環境その他勤務条件に特殊性があるため、その職員の退

職により職員を容易に補充することができないとき。 

（３）当該職務を担当する者の交替がその業務の遂行上重大な障害となる特別な事

情があるため、その職員の退職により本会の業務運営に著しい支障が生ずると

き。 

 

（再雇用に関する申出） 

第４条 定年により退職する職員は、定年の日の１箇月前までに、再雇用に関する

希望申出書（様式第１号）を会長に提出しなければならない。 

 

（再雇用の更新に関する申出） 

第５条 再雇用職員は、雇用期間が終了する１箇月前までに、再雇用の更新に関す

る希望申出書（様式第２号）を会長に提出しなければならない。 

 

（労働条件の明示） 

第６条 会長は、再雇用職員の採用および更新の際は、雇用通知書およびこの規程

の写しを交付して労働条件を明示する。 

 

（再雇用の形態） 
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第７条 再雇用の形態は、次の各号に掲げるものとし、会長は再雇用希望者（以下

「再雇用職員」という。）と協議の上、決定する。 

（１）フルタイム勤務 

   原則として１日当たり８時間とする。 

（２）短時間勤務 

   原則として１日当たり６時間とする。 

   ただし、再雇用職員の希望により勤務時間を変更することがある。 

 

（給与の種類） 

第８条 再雇用職員の給与は、給料及び手当とする。 

２ 手当の種類は、住居手当、通勤手当、資格手当、時間外勤務手当、休日勤務手

当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。 

 

（給 料） 

第９条 給料は、別表で定める再雇用の形態勤務に対する報酬として支給する。 

 

（給料の決定） 

第１０条 第７条第１項第１号に定める者(以下「１号再雇用職員」という。）の給

料の額は、業務の種類、内容、難易度等を勘案し、会長が定める。 

２ 第７条第１項第２号に定める者（以下「２号再雇用職員」という。）の給料の

額は、その者の業務、勤務時間等を考慮し、会長が定める。 

 

（昇 給） 

第１１条 再雇用職員は、昇給しない。 

 

（諸手当） 

第１２条 手当の支給は、本会給与規程に定めるところによる。 

 

（期末手当、勤勉手当） 

第１３条 期末手当及び勤勉手当は、本会給与規程第２１条、第２２条及び第２３

条並びに準職員給与規程第１８条、１９条及び２０条の規定に基づき支給するこ

とができる。ただし、準職員給与規程第２０条で定める成績率の上限は「１００

分の７０」とする。 

 

（退職手当） 

第１４条 再雇用職員には、本会給与規程第２５条の退職手当は支給しない。 

２ 新潟県民間社会福祉職員退職積立金に加入した場合には同退職積立金を支給す

ることができる。 
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（年次有給休暇） 

第１５条 年次有給休暇は、職員として就職したときより通算し、職員就業規程第

１１条及び準職員就業規程第２５条の規定に基づき付与する。 

 

（特別休暇） 

第１６条 再雇用職員は、職員就業規程第１３条及び準職員就業規程第２７条に規

定するいずれかの事由に該当する場合は、特別休暇を与えることができる。 

 

（育児休業） 

第１７条 再雇用職員は、別に定める規程により育児休業することができる。 

 

（介護休業） 

第１８条 再雇用職員は、別に定める規程により介護休業することができる。 

 

（委 任） 

第１９条 この規程の施行に関し、必要な事項は会長が定める。 

 

 

附 則 

１．この規程は平成２５年１１月２９日から施行する。 

２．この規程の一部改正は、平成２６年２月２６日から施行する。 

３．この規程の一部改正は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

１．この規程の一部改正は、平成２９年１２月１８日から施行する。 

附 則 

１．この規程の一部改正は、平成３０年９月６日から施行する。 

附 則 

１．この規程の一部改正は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

１．この規程の一部改正は、令和６年４月１日から施行する。 
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別表（第９条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再雇用の形態 

職務の級 

１級 ２級 ３級 ４級 

月額（円） 月額（円） 月額（円） 月額（円） 

 フルタイム勤務 177,300 202,700 241,700 259,500 

 短時間勤務 133,000 152,000 181,300 194,600 
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（様式第１号） 

 

年  月  日提出 

 

社会福祉法人 

刈羽村社会福祉協議会 

会長         様 

 

再雇用に関する希望申出書 

 

 

以下のとおり、定年退職後の再雇用について申請します。 

 

氏名              ㊞ 

 

記 

再雇用の希望の有無 

定年退職予定日       年   月   日 

再雇用の希望の

有無 

□ 定年退職後、再雇用を希望します。 

□ 定年退職後、再雇用を希望しません。 

＊再雇用を希望する場合は、以下の希望条件も記入してください。 

 

希望条件 

業務内容 

□ 現在の業務の継続を希望します。 

□ 現在の業務以外を希望します。 

（希望業務                            ） 

雇用期間   年  月  日 ～    年  月  日 

勤務形態 

□ フルタイム勤務（１日当たり８時間勤務） 

□ 短時間勤務（１日当たり６時間勤務） 

（勤務時間   時  分から  時  分） 

健康状態 

□ 十分健康である 

□ 勤務に支障なし 

□ 多少の配慮を望む 

（内容                              ） 

その他の 

要望事項 
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（様式第２号） 

 

年  月  日提出 

 

社会福祉法人 

刈羽村社会福祉協議会 

会長        様 

 

再雇用の更新に関する希望申出書 

 

 

以下のとおり、再雇用の更新について申請します。 

 

氏名              ㊞ 

 

記 

再雇用の更新希望の有無 

現在の 

雇用期間満了日 
       年   月   日 

再雇用の更新の

希望の有無 

□ 再雇用の更新を希望します。 

□ 再雇用の更新を希望しません。 

＊再雇用の更新を希望する場合は、以下の希望条件も記入してください。 

 

希望条件 

業務内容 

□ 現在の業務の継続を希望します。 

□ 現在の業務以外を希望します。 

（希望業務                            ） 

雇用期間   年  月  日 ～    年  月  日 

勤務形態 

□ フルタイム勤務（１日当たり８時間勤務） 

□ 短時間勤務（１日当たり６時間勤務） 

（勤務時間   時  分から  時  分） 

健康状態 

□ 十分健康である 

□ 勤務に支障なし 

□ 多少の配慮を望む 

（内容                              ） 

その他の 

要望事項 

 

 


